
民間保育所等補助金交付要綱

（目的）

第１条 本町は、主として町内の民間保育所及び民間認定こども園（以下「保

育所等」という。）における保育内容の充実及び特別保育事業の推進を図る

ため、予算の定めるところにより、保育所等を運営する者に対し、 保育事業

補助金（以下｢補助金｣という。）を交付するものとし、その交付については、

補助金交付規則（昭和５１年規則第３号。以下｢規則｣という。） に定めるも

のの他、この要綱の定めるところによる。

（補助対象者）

第２条 補助対象者は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下｢法｣と

いう。） 第３５条第４項の規定に基づき、認可を受けた保育所を運営する者、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平

成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園を運営する者、

その他町長が認める者とする。

（補助対象児童）

第３条 補助対象は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

（１）法第２４条の規定に該当し、町が保育を委託した児童。

（２）国の特別保育事業実施要綱等に定める事業実施により保育所等を利用し

た児童。

（補助金の額等）

第４条 補助の種類、補助要件、補助対象経費及び補助額は別表のとおりとす

る。

２ 前項の規定により算出したそれぞれの事業に係る補助金の額に１，０００

円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

（事前協議）

第５条 前条に定める事業を実施し、補助金の交付を受けようとする者は、町

長が別に定める期日までに、事業計画書を町長に提出し、協議しなければな

らない。

（補助金の交付申請）

第６条 申請の手続きについては、規則第３条に定める様式に申請額の算出内

訳書を添付して提出しなければならない。

（補助条件）

第７条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の各号に掲げる

条件を付するものとする。

（１）補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、か

つ事業完了後５年間保管しなければならない。

（２）施設及び運営が、児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号）

及び保育所の設置、運営に関する厚生省（厚生労働省）通達に適合してい
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ること。

（３）その他町長が特に必要と認める事項

（補助金の交付）

第８条 補助金の交付については、規則第８条の規定によるものとする。

（報告等）

第９条 補助金の交付を受ける者は、児童月報及び実施している事業の利用状

況を翌月１０日迄に提出しなければならない。但し、施設設備に係る事業に

ついてはこの限りでない。

（施行細目）

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

この要綱は、平成１４年７月２６日から施行し、平成１５年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、平成１５年２月１日から施行し、平成１５年４月１日から適用

する。

附 則

この要綱は、平成１６年３月２６日から施行し、平成１５年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、平成１８年３月６日から施行し、平成１７年４月１日から適用

する。

附 則

この要綱は、平成２１年３月４日から施行し、平成２０年４月１日から適用

する。ただし、改正前の別表種別「保育地域活動事業」の廃止及び改正後の別

表種別「子育て支援保育士事業」の追加については、平成２１年４月１日から

適用する。

附 則

この要綱は、平成２２年１月２７日から施行し、平成２１年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、平成２３年２月２５日から施行し、平成２２年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、平成２４年３月２３日から施行し、平成２３年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、平成２６年３月４日から施行し、平成２５年４月１日から適用

する。
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附 則

この要綱は、平成２７年１月７日から施行し、平成２６年４月１日から適用

する。

附 則

この要綱は、平成２７年１１月２７日から施行し、平成２７年４月１日から

適用する。

附 則

この要綱は、平成２８年３月２９日から施行し、平成２７年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、平成３１年３月２５日から施行し、平成３０年４月１日から適

用する。

附 則

この要綱は、令和２年３月１６日から施行し、令和２年１月１６日から適用

する。

附 則

この要綱は、令和２年５月１日から施行する。
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別表（第４条関係）

事   業   種   別 補     助     要     件 補  助  対  象  経  費 補　　　　　　助　　　　　　額

  基本事業   委託児童が入所できる保育所等   保育事業に要する経費   給付費の5/100

  障がい児保育事業
  障がい児保育を実施し、かつ、当該障がい児のた
めの保育士を加配している保育所等

  要件に該当する障がい児保育に要する
人件費

  障がい児保育を担当する職員ごとに、当該保育士
の人件費実支払額と、町立保育所における障がい加
配保育士１人当たりの１日単価に実勤務日数を乗じ
て得た額とを比較して、少ない方の額

  障害児受入促進事業
  国の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の障
害児受入促進事業（保育環境改善等事業）に定める
要件を有していると認められる保育所等

  障害児受入促進事業に必要な経費
  補助対象経費に対する保育所等の支出額と国庫補
助基準額とを比較して少ない方の額

  病児保育事業
  国の子ども・子育て支援交付金交付要綱の病児保
育事業に定める要件を有していると認められる保育
所等

  病児保育事業に必要な経費
  補助対象経費に対する保育所等の支出額と国庫補
助基準額とを比較して少ない方の額

  延長保育促進事業
  国の子ども・子育て支援交付金交付要綱の延長保
育促進事業に定める要件を有していると認められる
保育所等

  延長保育促進事業に必要な経費
  補助対象経費に対する保育所等の支出額と国庫補
助基準額とを比較して少ない方の額

  一時預かり事業
  国の子ども・子育て支援交付金交付要綱の一時預
かり事業に定める要件を有していると認められる保
育所等（幼稚園型は町外の保育所等を含む。）

  一時預かり事業に必要な経費
  補助対象経費に対する保育所等の支出額と国庫補
助基準額とを比較して少ない方の額

  子育て支援保育士事業
  保育所等施設内外において子育て相談・指導等、
地域の子育て親子や子育て支援関係者が参加する地
域交流事業を実施する保育所等

  子育て支援保育士事業に必要な経費

  補助対象経費（子育て支援保育士の活動に要する
経費とし、施設改修費、備品購入費は対象としな
い。）に対する保育所等の支出額と１，６００千円
とを比較して少ない方の額

環境改善事業（安全対策
事業）

  国の保育対策総合支援事業費補助金の交付要綱の
保育環境改善等事業の環境改善事業（安全対策事
業） に定める要件を有していると認められる保育所
等

  環境改善事業（安全対策事業）に必要
な経費

  補助対象経費に対する保育所等の支出額と国庫補
助基準額とを比較して少ない方の額

 副食費無償化事業
  町内に住所を有する児童が入所する保育所等及び
幼稚園等（町外の施設等を含む。）

 副食費無償化に必要な経費
  副食費を徴収している児童について、保育所等及
び幼稚園等で徴収している一人あたりの月額と4,500
円とを比較して少ない方の額。
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